
かかりつけ医を持ちましょう

厚生労働省は医療機関の役割分担を進めています。
当院では患者さんのお体の状態に合った適切な医療を提供するため、
『かかりつけ医』や地域の『医療機関』と連携しています。

調子がお悪い時は、まず『かかりつけ医』（ご自宅近くの診療所や
クリニックなど開業医の先生）に相談ください。

かかりつけ医・

連携医療機関

・日頃の診察、投薬など

・精密検査・高度治療の相談

関西医科大学

総合医療センター

・精密検査や高度な治療

（手術や放射線治療など）

患者さんのお住まい近くの『かかりつけ医』や『医療機関』を
ご紹介いたします。詳しくはスタッフに気軽にお尋ねください。
相談窓口も用意しております。

・詳しい検査・入院が必要な時『かかりつけ医』⇒『大学病院』に紹介
・症状が安定したら『大学病院』⇒ 『かかりつけ医』に逆紹介
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